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八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定支援業務に係る 

プロポーザル方式実施要領 

 

１ プロポーザルの趣旨 

八幡市障がい福祉計画（第７期）及び障がい児福祉計画（第３期）が令和８年

度で計画期間が終了するのにともない、八幡市障がい福祉計画（第８期）及び障

がい児福祉計画（第４期）を策定する。策定にあたっての審査は、障がい福祉施

策について、障がいのある人の日常生活及び社会生活の向上のために最も有益な

提案を行う提案者を選定するため公募型プロポーザル方式で行う。 

 

２ 業務の概要 

（１）名 称 

八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定支援業務 

（２）目 的 

八幡市障がい福祉計画（第７期）及び障がい児福祉計画（第３期）が令和８年

度で計画期間が終了するのにともない、八幡市障がい福祉計画（第８期）及び障

がい児福祉計画（第４期）を策定する。 

（３）契約内容：別紙業務に係る仕様書を参照 

（４）契約期間：契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（５）上限提案額４，５３６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 受注候補者の選定方法 

受注候補者の選定は、以下の手順により行うものとする。なお、（２）について

は「八幡市プロポーザル方式実施要綱」に基づき設置する「八幡市障がい者計画

等策定支援業務委託事業者評価委員会」（以下、「評価委員会」という。）が、公正

な審査を行う。 

（１）参加資格の確認 

本公募への参加を希望する者が提出する参加申請書及び資格確認申請書（様

式１）に基づき、参加資格の確認を行う。 

（２）審査 

対象者が提出する提案書について、プレゼンテーションにより、審査を行
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い、受注候補者及び第２位の計２者を選定する。 

（３）契約 

受注候補者の選定後、受注候補者と市が委託契約の締結に向けた交渉を行っ

たうえで、随意契約の手続きに進む。交渉が整わない場合は、第２位と市が交

渉を行う。 

 

４ 参加資格 

本公募に参加しようとする者は、本公募を開始した日の前日を基点とし

て、次に掲げる資格要件のすべてを満たしていなければならない。 

プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる要件を満たす者であるこ

と。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

（２）令和８年度八幡市の競争入札参加資格を有する者であること。 

（３）プロポーザル方式実施の公表の日から提案者の選定の日までの期間

に、八幡市の指名停止措置を受けていない者であること。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てを

した者にあっては、更生計画の認可がなされていない者、又は、民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てをした者

にあっては、再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げ

る暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者ではないこと。 

 

５ 参加資格の確認 

（１）参加申請書及び資格確認申請書（様式１）の提出 

（２）提出方法等 

    (ア) 発注者の表示及び担当組織の名称等 

    八幡市長 

（本事務を担当する組織の名称、所在地等） 
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〒614-8501 京都府八幡市八幡園内 75 

八幡市健康福祉部障がい福祉課 （担当：田岡・道本） 

電話番号 075-983-2129（直通）FAX番号075-981-8080 

メールアドレス syogaifukusi@mb.city.yawata.kyoto.jp 

(イ) 提出方法 

持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。) 

(ウ) 提出期限 

令和８年４月１６日（木） １７時まで（必着） 

（３）参加資格の確認の通知  

参加資格を確認し、結果を通知する。また、資格が確認された者には、

この通知書にて提案書の提出を依頼する。 

(ア) 通知予定日 令和８年４月２２日（水）の発送を予定している。 

（イ） 通知方法 郵送 

（５）辞退に係る取扱い  

参加申請書及び資格確認申請書の提出後、提案書の提出を辞退する場合は 

提案書の提出期限までに辞退できるものとする。この場合、具体的な理由を 

付した辞退届（様式３）を提出しなければならない。 

 

６ 参加資格の確認結果の取消し 

参加有資格者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、参

加資格通知を取り消すことがある。 

（１）無効又は失格となる参加申請書及び資格確認申請書、提案書 

参加申請書及び資格確認申請書、提案書が次のアからキまでの一つに 

該当する場合には無効となる。 

なお、キについては採点を行わず失格とする 

(ア) 公告内容に適合しないもの。 

(イ) 提出方法、提出先又は提出期限に適合しないもの。 
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(ウ) 実施要領に記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

(エ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

(オ) 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

(カ) 虚偽の内容が記載されているもの。 

(キ) ２（５）上限提案額を超える提案をした者。 

（２）受注候補者の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為（評価委員長 

及び評価委員への働きかけ等）を行った場合。 

（３）参加資格に定める要件を満たさないこととなった場合。 

（４）受注候補者の決定通知受領後７日以内に契約しない場合。 

 

７ 質疑回答 

（１）受付期限：令和８年４月２４日（金）１７時まで（必着） 

（２）質問方法：電子メールにて受付。 

質問事項は、質問書（様式２）に記載し、件名を「八幡市障がい者計画

等策定支援業務質問」として、電子メールに添付して送信すること。 

（３）回答方法：電子メールにて回答。 

 質問に対する回答は、参加資格が確認された者（質問回答日までに辞退

届を提出した者を除く）へ令和８年４月３０日（木）に電子メールにより

行う。 

 

８ 提案書の作成 

（１）提出書類 

仕様書に基づき、「評価基準及び配点」を踏まえた上で、応募者としての方

針やアピールポイントを明記すること。 

① 企画提案（様式任意） 

② 実施体制（様式任意） 

   業務を受注した場合の体制、担当予定者の氏名、業務実績等及び業務の

分担内容 
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※１枚に記載しきれない場合は複数枚可 

③ 業務実績（様式任意） 

当委託業務内容に関連する業務について、過去１０年間（平成２８年度か

ら令和７年度までの間）に履行した実績（業務名、発注者名、履行期間、

業務内容） 

④ 業務工程表（様式任意） 

工程表については、業務の理解度とも関連することから、詳細に明記す  

ること。 

⑤ 見積金額等（様式任意） 

      見積金額及びその積算の内訳（様式任意、ただしニーズ調査業務と計画

策定業務を分けて作成し、業務内容及び人件費やその他必要な経費等の積

算内訳が分かるように記載すること。） 

⑥ その他（様式任意） 

その他提案にあたって補足すべき事項 

（２）提出期限：令和８年５月１３日（水）１７時まで（必着） 

（３）提出場所：５（２） 住所に同じ。 

（４）提出方法：持参するものとする。 

（５）提出部数：提出期限までに８部提出すること。 

（６）提出制限：提案書は、１提案者について１件を限度とする。 

 

９ 提案書の作成及び記載上の留意事項 

（１） 提案書の様式 

① Ａ４版縦、横書き、両面印刷を原則とする（スケジュール等資料の作成
上、 

Ａ３を利用したほうが確認しやすい場合はＡ３の利用可。）。 

② 表紙を含め、２０ページ以内（両面１０枚以内）とし、左綴じで作成 

すること。 

③  表紙には、「八幡市障がい者計画等策定支援業務」と記載するとともに 

会社名、日付、目次を記載すること。 

（２） 企画提案内容及び留意事項 
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① 提案書は、＜ニーズ調査業務＞と＜計画策定業務＞に分けて作成する。 

② 提案書記載内容 

＜ニーズ調査業務＞ 

（ア）八幡市の障がい福祉及び障がい児福祉の現状と課題の分析手法 

（イ）調査の概要と考え方（ニーズ調査の対象、調査票の配布、回収方法等） 

（ウ）調査で取上げる項目・設問設計について 

（エ）調査結果の分析手法とそのモデルについて 

(オ) 調査結果報告書について 

（カ）業務執行体制について（本業務の執行に関わる組織、担当者、人数等） 

（キ）作業スケジュールについて 

（ク）他市町村でのニーズ調査業務実施実績（契約名、自治体名、契約年度等） 

＜計画策定業務＞ 

(ア)八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の基本的な考え方と施策体系

の提案について 

(イ)貴社が考える八幡市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画素案の構成と内    

  容 

（ウ）調査結果からの目標数値設定方法と提供体制の確保手法 

（エ）本市の相談支援の有効な活用方法とその理由 

（オ）業務執行体制について（本業務の執行に関わる組織、担当者、人数等） 

（カ）作業スケジュールについて 

（キ）他市町村での計画策定業務実施実績（契約名、自治体名、契約年度等） 

（３）提案書における留意事項 

障がい福祉に関する新制度等の指針や国の動向や社会情勢の変化等を踏まえ

ること。 

（４）提案書の無効 

提案書について、この書面に示された条件に適合しない場合は無効とする。 
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１０ 評価方法 

プロポーザルの評価は次のとおりとする。 

（１）提案評価 

参加資格の確認された者から提出された提案書及びプレゼンテーションについ 

て、評価基準及び配点に基づいて評価し、最も高い評価を受けた提案を行った 

者を当該契約の相手方となるべき候補者（以下「受注候補者」という。）とし 

て特定する。なお、最高得点の者が複数となった場合は、評価委員会の合議に 

より順位を決定し、本業務の受注候補者として選定する。 

ただし、提出された全ての提案が基準を満たさないと判断した場合は、受注候 

補者を特定しない場合がある。 

（２）開催日時及び場所等 

① 実施場所及び日時 

令和８年５月２０日（水）又はその前後で実施することとし、場所等詳細は

提案書提出後、電子メールにて通知する。 

② 時間 

１者につきプレゼンテーションの持ち時間は２０分以内、審査員からの質疑

応答を１５分以内、準備撤去を５分以内で、提案事業者１者あたり４０分以

内とする。 

③  プレゼンテーションの方法 

提出した提案書に基づき説明を行うこととし、提案書にない提案を新たに 

盛り込み、説明することは認めない。 

④  説明者 

原則として、提案書の実施体制に記載されている担当予定者のうち、主た

る担当者が行うこと。 

（３）評価結果の通知 

評価結果をプロポーザル評価結果通知書（令和８年５月２７日送付予定）に 

より通知する。 
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評価基準及び配点 

 

評 価 基 準 
配点 

評価項目 説 明 

ニーズ調査  

 

・八幡市の障がい福祉及び障がい児福祉の現状と課題

の分析手法（５点） 

・調査の概要と考え方（５点） 

・調査で取上げる項目・設問設計について（５点） 

・調査結果の分析手法について（１０点）  

／２５ 

計画策定 

 

・計画の基本的な考え方と施策体系の提案（５点）  

・貴社が考える計画素案の構成と内容（５点） 

・ニーズ調査結果からの目標数値設定方法と提供体制

の確保手法（５点） 

・本市の相談支援の有効な活用方法とその理由（５

点） 

・計画推進に向けた手法（５点）  

／２５ 

情報把握 

・法律や国、京都府の動向及び障がい児者施策を取り

巻く情勢及び他分野関連施策の動向を把握している

か。  

／１０ 

スケジュール ・円滑に遂行できるスケジュールか。 ／５ 

業務執行体制  

・本業務の円滑な執行に係る指揮命令系統、責任体

制。不測の事態であっても適切に対応できる体制

か。 

／１０ 

実績  
・過去に計画策定に関する支援や行政施策の計画策定

等の実績があり、安心して任せられるか。 
／５ 

価格  
得点＝配点×最低提案価格/提案価格  

※小数点第１位を四捨五入 
／２０ 

合 計 点 ／１００  
 

１１ スケジュール予定 

内  容 日  程 

プロポーザルの実施について公告 ４月  ９日（木） 

参加申請書及び資格確認申請書受付期限 ４月１６日（木）１７時 

参加資格確認通知 ４月２２日（水） 

質問受付期限 ４月２４日（金）１７時 

質問回答日 ４月３０日（木） 

提案書提出期限  ５月１３日（水）１７時 

評価委員会の開催（プレゼンテーション及

び質疑応答） 

５月２０日（水） 

選定結果通知 ５月２７日（水） 

契約に係る協議及び締結予定日 ５月下旬 
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１２ その他留意事項 

(１) 当該応募に要する費用は、すべて応募者の負担とする。 

(２）参加者が１者であっても本プロポーザルを実施するが、適切な提案がない場

合は、受注候補者該当なしとすることがある。 

(３) 提出された書類は、返却しない。 

(４) 提出期限後の書類の差し替えは認めない。 


